
被扶養者申請自己診断チャート

このチャートは、基本的な事例を前提に作成したものです。扶養認定には様々な事例がありますので、必ずしも自己診

断の結果が全ての事例に当てはまるわけではありません。あくまで申請時の目安としてご活用いただき、ご不明な点は

貴事務所の健保ご担当者、もしくは当健康保険組合までお問い合わせ下さい。

はい
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認定対象者は、次の ～ のいずれかに該当しますか？

配偶者 １６歳未満の子 １６歳以上の子で全日制の学生・

または父母・祖父母・孫・兄弟姉妹

認定対象者の収入が、次の ・ の条件を

すべて満たしていますか？

年収１３０万円未満

（６０歳以上及び障がい者等は１８０万円未満）

年収が、被保険者の１／２未満

日本国内に居住している

（例外有、詳しくは勤務先の健保ご担当者へ）

父母・祖父母・子・孫・兄弟姉妹ですか？

認定対象者は、

三親等内の親族ですか？

認定対象者は、

被保険者と同居していますか？

認定できません

次の条件をすべて満たしていますか？同居の場合

認定対象者の年収 ＜ １３０万円（ただし、６０歳以上及び障がい者の場合は１８０万円）

認定対象者の年収 ＜ 被保険者の年収の１／２

別居の場合

認定対象者の年収 ＜ 被保険者の年間送金額（最低６５万円以上）

認定対象者の年収 ＜ １３０万円（ただし、６０歳以上及び障がい者の場合は１８０万円）

認定対象者への被保険者の年間送金額 ＜ 被保険者の年収の２０％

認定対象者は、次のいずれかに該当しますか？

日額３，６１２円以上の
（６０歳以上の者は５，０００円）

失業給付受給者（待期期間は含まない）

傷病手当金受給者

出産手当金等の受給者

認定対象者には、被保険者以外に扶養義務者がいますか？

●父母 ●義父母 ●子（孫）兄弟（姉妹）など 配偶者など 配偶者、子（孫）の親など

被保険者は、認定対象者の生計費の負担が、

他の扶養義務者よりも多いですか？
その扶養義務者は、被保険者の配偶者ですか？

被保険者は、配偶者よりも年収が多いですか？

認定できません

被扶養者として、認定できる場合があります
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注）単身赴任（既婚である被保険者が、配偶者と別居している状態）は同居とみなします。


